
10 消防学校教育訓練実施状況 
 

(1) 教育訓練方針 

平成２３年３月１１日の東日本大震災は未曾有の災害をもたらし、国民に防災の重要性を

改めて認識させるとともに、消防防災行政にとっては、過去に例のない大規模な災害救助活

動を通し、数々の貴重な教訓を得ることとなった。また、全国各地では、台風や集中豪雨等

により甚大な被害が発生するなど、自然災害は複雑多様化、大規模化しており、それに伴い

地域住民の消防に対する期待は益々高まってきている。 

こうした中、消防学校は、地域住民の期待に十分応えられる消防職員、消防団員の育成に

努めなければならない。 

平成２４年度は、１００名を超える初任教育学生の入校に対応できる体制を確保するとと

もに、消防職員の基礎となる知識技術の修得を始め、住民に信頼される人格の形成、即戦力

となる職員の養成に努めた。 

専科教育、幹部教育等においては、多様な災害に対処できる人材の育成を目的に、先進的

事例や最新情報の提供に努め、実科訓練も現場のニーズを反映した実戦的な訓練を実施する

よう配慮することとし、中でも救急隊員教育については、救急業務の高度化に対応するため、

さらに充実させるよう努めた。 

また、消防団員教育については、団の指導者等として必要な知識技術の他、先の大震災を

通して得た教訓等も活かした教育訓練を実施した。 

 

 (2) 消防職員に対する教育訓練 

ア 初任教育（規則第５条） 

新たに採用された者に対して、職務の遂行に必要な基礎的知識、技術を修得させるとと

もに、人格の向上、体力・気力の錬成、規律の保持、協同精神のかん養等を図るため、６

か月間（８７３時間）の教育訓練を実施した。 

イ 専科教育（規則第６条） 

（ア）危険物科 

危険物業務を担当している者又はそれと同程度の知識及び技術を有する者に対し

て、危険物業務に必要な専門的知識・技術を修得させるため、５日間（３５時間）の

教育訓練を実施した。 

（イ）火災調査科 

火災調査業務を担当している者又はそれと同程度の知識及び技術を有する者に対

して、火災調査業務に必要な専門的知識・技術を修得させるため、１４日間（７０時

間）の教育訓練を実施した。 

（ウ）救急科 

新たに採用された者及び救急隊員の資格のない者に対して、救急隊員として必要な

基礎的知識から専門的知識・技術までを修得させ、新たに認められた応急処置を行え

る救急隊員の資格を取得させるため、２か月間（２６９時間）の教育訓練を実施した。 

（エ）救助科 

救助業務を担当している者又はそれと同程度の知識及び技術を有する者に対して、

救助業務に必要な専門的知識・技術を修得させるため、２９日（１４０時間）の教育

訓練を実施した。 

ウ 幹部教育（規則第７条） 

（ア）初級幹部科 

消防士長又は消防司令補に対して、人事管理、指揮能力等の初級幹部として必要な

知識・技術を修得させるため、１２日間（７０時間）の教育訓練を実施した。 

（イ）上級幹部科 

消防司令以上の者に対して、上級幹部として必要な知識・技術を修得させるため、

２日間（１２時間）の教育訓練を実施した。 

 

エ 特別教育（規則第８条） 

（ア）らっぱ科（消防団員と合同実施） 

らっぱを担当する者又は担当予定者に対して、楽理、指揮法等らっぱ吹奏に必要な



知識・技術を修得させるため、２日間（１４時間）の教育訓練を実施した。 

（イ）消防操法指導科 

消防操法の指導担当者又は担当予定者に対して、操法指導に必要な知識・技術を修

得させるため、１日間（７時間）の教育訓練を実施した。 

（ウ）ビデオ喉頭鏡追加講習 

挿管救命士に対して、ビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管挿管法を的確かつ安全

に施行できる能力を身につけさせるため、１日間（４時間）の教育訓練を実施した。 

（エ）救急救命士集合研修 

全運用救命士に対して、「救急救命士に対する再教育ガイドライン」に基づき、２

日間（１４時間）のうち１日間（７時間）の教育訓練を実施した。 

 

(3) 消防団員に対する教育訓練 

ア 基礎教育（規則第９条） 

消防団員に対して、消防団活動に必要な基礎的知識・技術を修得させるため、２日間（１

４時間）の教育訓練を、消防本部で７時間、学校で１日間（７時間）実施した。 

イ 専科教育（規則第１０条） 

（ア）機関科 

主にポンプ機関を担当する者又は担当予定者に対して、操作等に必要な知識・技術

を修得させるため、２日間（１４時間）の教育訓練を実施した。 

ウ 幹部教育（規則第１１条） 

（ア）初級幹部科 

消防団員としての基礎的知識・技術を有する班長、部長相当の者に対して、初級幹

部として必要な指導能力等の知識・技術を修得させるため、１日間（７時間）の教育

訓練を地区ごとに開催し年６回実施した。 

（イ）中級幹部科 

分団長又は昇任予定者に対し、中級幹部として必要な組織の管理運営、指導能力等

の知識・技術を修得させるため、２日間（１３時間）の教育訓練を実施した。 

エ 特別教育（規則第１２条） 

（ア）らっぱ科（消防職員と合同実施） 

らっぱを担当する者又は担当予定者に対して、楽理、指揮法等らっぱ吹奏に必要な

知識・技術を修得させるため、２日間（１４時間）の教育訓練を実施する。 

（イ）指導員科 

指導員若しくは平成２４年度に指導員に任命される予定の班長以上の者でかつ消防

操法の知識を有する者に対して、団員の教育訓練指導に必要な知識・技術を修得させ

るため、４日間（２６時間）の教育訓練を実施した。 

（ウ）震災対策講習会 

大規模な震災発災時に、消防団が中核となり地域ぐるみの救助活動が行えるよう、

消防団員に必要な知識・技術を修得させるため、１日間（７時間）の教育訓練を実施

した。 

オ 短期入校 

規則第４条に定めのない教育訓練で、各種学科、訓練及び消防操法等、消防団員に必要

な知識・技術を修得させるため、短期間の教育訓練を実施した。 

 

(4) 消防関係職員に対する教育訓練 

ア 自衛消防隊員教育 

各事業所の自衛消防隊員に対して、「事業所に勤務又は出入りする者の人命の保護」と

「施設等の被害の軽減」を図るための活動に必要な知識・技術を修得させ、事業所の自主

防災活動の充実を図るため、２日間（１４時間）の教育訓練を実施した。 

イ その他 

（ア）新たに採用された岐阜県職員に対し、災害時や緊急時における実践的な対応能力を

養成するため、非常事態に備えた公務員としての心構えや行動のあり方を身につけさ

せることを目的に、２日間（１４時間）の教育訓練を実施した。 

（イ）消防職員、消防団員を対象に講義の一部を公開し、先進的な知識や技術を習得させ

資質の向上を図った。 


